
電気式生ごみ処理機の貸出について電気式生ごみ処理機の貸出について

貸出機

貸出する処理機 本体重量 外形寸法 最大処理量
①パナソニックMS-N53-XD 12kg 幅268×奥行365×高さ550mm 約2kg/回
②島産業PCL-35 2.1kg 径215×高さ283mm 700g/回
③島産業PPC-11 4.1kg 幅230×奥行270×高さ270mm 約1kg/回
④loofen（ルーフェン）SLW01 6kg 幅270×奥行380×高さ350mm 約300g/回

貸出条件

①東広島市に住所を有し、かつ居住している方で、処理機を適切に維持管理できる方
②廃棄物対策課での処理機の受け取り・返却ができる方
　※支所、出張所での受け取り及び返却はできません。
③貸出期間終了後、簡単なアンケートにご協力いただける方
　※電気代は使用者の負担となります。
　※返却の際は、貸出時と同じ状態で返却してください。

貸出期間 最大２か月（１回につき１台、最大２回） 
貸出台数には限りがあるため、お待ちいただくことがあります。

申込方法
①電話、または窓口で廃棄物対策課に申し込んでください。
②貸出は申込順となります。
③貸出の際は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、廃棄物対策課にお越しください。

　生ごみの減量を促進するため、生ごみ処理機の効果を体験したいという市民の方に
電気式生ごみ処理機を無料で貸出します。

※貸出機の機種については、変更する可能性があります。

資源回収推進団体への助成資源回収推進団体への助成

１　報償金の交付を受けるには？
　資源回収を実施する前に、市役所（廃棄物対策課）又は各支所（地域振興課）の窓口で資源回収団体の
届出を行ってください。

２　資源回収団体の条件は？
　地域住民で組織され、かつ、営利を目的としない団体
　（町内会、老人会、女性会、子ども会、PTA、スポーツ少年団など）

３　回収対象品目は？
　①　新聞、雑誌、段ボールなどの古紙類
　②　古着などの繊維類
　③　アルミ缶・スチール缶などの金属類
　④　ビン類
　⑤　廃食用油
　※　回収の対象は一般家庭から出る
　　　資源ごみとすること。
　※　ごみステーションから
　　　資源ごみを持ち去らないこと。

　東広島市では、ごみの減量化、再資源化の推進及び意識の向上を目的として、一般家庭か
ら出されるごみのうち対象品目を自主的に回収した団体に対し報償金を交付しています。 詳しくはこちら

詳しくはこちら
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※令和７年４月１日現在

業　者　名 電話番号 所　在　地
取り扱い品目

新聞紙 雑誌 ダンボール その他古紙 繊維類 ビン類（注）金属類 廃食用油

㈱アールイー新日本 082-847-6020 広島市東区福田三丁目18-9 ○ ○ ○

㈱アクセス 0846-45-5733 東広島市安芸津町風早516-8 　 　 　 　 　 　 ○

㈱イーアンドイー 082-820-1688 広島市安芸区矢野新町二丁目5-1 ○ ○ ○ ○ ○ 　

㈱岩本商店 0823-73-7671 呉市広多賀谷二丁目3-9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

㈲川畑反毛商会 0823-73-5660 呉市阿賀南二丁目9-9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱きやま商会 エコ・リサイクルファーム 082-423-8315 東広島市西条町御薗宇765 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱クリエイティブ エコ・リサイクルポート 082-421-5224 東広島市豊栄町乃美2671 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱こっこー 東広島リサイクルセンター 082-423-7944 東広島市西条吉行東二丁目2-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈲西条金属 082-422-6042 東広島市西条町西条139 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

㈲心祥 0823-83-1107 東広島市黒瀬町丸山1432 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

㈱白菱　西条資材課 082-422-3111 東広島市西条吉行東一丁目5-16 　 ○ 　 　

㈱福之信 082-433-3456 東広島市志和町志和堀3613 ○ 　

㈱本田春荘商店 082-493-5525 東広島市西条中央四丁目2-46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

丸新金属商会 090-3630-7069 東広島市安芸津町風早803-9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

光山商店 0846-45-4413 東広島市安芸津町風早3201-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

光山商店 082-822-9468 安芸郡海田町幸町8-8 ○ ○ ○ ○ 　

㈲山崎金属 0847-33-0070 三原市大和町下徳良2456-3 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　

資源回収登録業者名簿

（50音順）※業者によって収集方法は異なります。
（注）ビン類は、酒一升瓶、ビール瓶のみの回収業者もありますので、事前に問い合わせてください。
※最新の情報は市ホームページでご確認ください。

４　報償金の額は？
　①　1kg当たり10円（全品目一律）
　②　資源回収業者に処分料を払った場合は、①の額に処分料を加算します。

５　回収した資源ごみはどこへ？
　市に登録している資源回収業者へ引き渡してください。
　※登録業者については廃棄物対策課又は各支所地域振興課までお問い合わせください。

６　報償金申請の手続きは？
　・報償金交付申請書に資源回収業者が発行する計量伝票の原本を添付してください。
　・報償金申請は随時受け付けていますが、半年ごとに期日を設けています。
　・�4月～ 9月に実施したものは10月末まで、10月～ 3月に実施したものは3月31日までに申請してくだ
さい。

　・報償金は審査の後、指定する口座に振り込みます。
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